
 

山々も白く色づき、木枯らしが身にしみる季節となりました。 
寒さも増して、暖房の恋しい季節ですね 

今月は、清水 SSWから「１８歳成人（おとな）」に 

ついて教えていただきました。 
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18歳成人（おとな） 

ＳＳＷ清水剛志 

 

 来年 2022年 4月 1日から 18歳が成人（おとな）になるって聞いたことがありますよね。 

気になることは成人式のこと？飲酒・喫煙のことでしょうか。 

 「18 歳から成人になる」というのは「民法という法律の改正による成年年齢の引下げ」が行

われることなのです。 

成年年齢の引下げにより、１８歳、１９歳の方は、親の同意を得なくても、様々な契約をす

ることができるようになります。例えば、「携帯電話を購入する」「一人暮らしのためのアパー

トを借りる」「クレジットカードを作成する（支払能力により、クレジットカードの作成ができない

ことがある）」などがあります。携帯電話はこれまで自分のもので、親の同意が必要とはあま

り考えていなかったかもしれません。一人暮らしも今でも簡単にできると思っていたかもしれ

ません。また、クレジットカードの便利さはわかっていますが成年になってはじめて自分のも

のが作成できるのです。 

これまで自分で決めてできることと思っていたことが意外にも親の同意が必要で、自分だ

けでは実行できないことがあると、あらためて知ることになったのではないでしょうか。 

できることが増えますが、飲酒・喫煙ができる年齢は、別の制度によってさだめられている

ので２０歳という年齢が維持されています。成人式についても各自治体に委ねられていま

す。注意が必要です。 

民法では「未成年者は親権者の親権に服すること」と決められており、親権者は未成年者

の居所を指定しなければなりません。これは親権者が未成年者を保護する義務があるから

です。したがって、成年年齢の引き下げは、自分の生活も自分で決めていくことができるよう

になります。 

１８歳成人で、親権から離れることになりますが、家族や支えてくれる人たちとの相談は大

事にしてほしいと思います。 
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１２月 カウンセリング予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC ：スクールカウンセラー 

SSW：スクールソーシャルワーカー 

 

面談を希望する場合は、あらかじめ連絡してください。 

＊来校予定日時は、変更になることがあります。 

＊カウンセラーによる電話相談も可能です。（0766-22-3113） 

担任、保健室の先生、教育相談係の先生に連絡してください。 
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